
事 務 連 絡

平成２４年１０月２６日

各都道府県財政担当課

各都道府県市町村担当課

各都道府県議会事務局 御中

各指定都市財政担当課

各指定都市議会事務局

総務省自治財政局財政課

平成２４年度一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費

並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に伴う地方負担への対

応について

本日、政府は、平成２４年度一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予

備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用を閣議決定したところでありま

す（別添資料参照）。

これに伴う財政措置として別紙のとおり講じることを予定しておりますので、お

知らせいたします。

また、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかに措置の内容

を御連絡いただくようお願い申し上げます。

【担当】

総務省自治財政局

財政課財政計画係 髙梨

電話 03-5253-5612



（別 紙）

本日、政府は、平成２４年度一般会計の予備費（２３２億円）及び経済危機対応

・地域活性化予備費（２，４９０億円）並びに東日本大震災復興特別会計予備費

（１，２０３億円）の使用を閣議決定したところである（別添資料参照）。

今回の予備費使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、こ

れに対しては以下のとおり財政措置を講じる予定である。

第１ 一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費に係る財政措置

国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用により追

加されることとなる災害復旧事業及び公立学校施設の老朽化対策事業等投資的

経費に係る地方負担額については、地方負担額の１００％まで地方債を充当で

きることとし、後年度においてその元利償還金について以下のとおり地方交付

税により措置する予定である。

(1) 災害復旧事業債

災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その９５％を公

債費方式により基準財政需要額に算入することとしていること。

(2) その他

上記(1)以外については、後年度における元利償還金の５０％を公債費方

式により基準財政需要額に算入し、残余については、単位費用により措置す

ることとしていること。

なお、詳細については、別途お知らせすることとしている。

第２ 東日本大震災復興特別会計予備費に係る財政措置

国の東日本大震災復興特別会計予備費の使用により追加されることとなる中

小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に必要な経費に係る地方負担額につ

いては、震災復興特別交付税により全額を措置することとしている。



平成２４年度一般会計予備費使用 

 

 

平成２４年１０月２６日  

閣 議 決 定  

 

 

 農林水産省所管 

  災害関連緊急治山事業等に必要な経費     １，２９９，８３３千円 

 

 国土交通省所管 

道路災害復旧事業等に必要な経費       ４，８６２，８９４ 

領海における警備体制の緊急整備に必要な経 １６，９９７，９９５ 

費 

 

          計            ２３，１６０，７２２ 

 

 

 

 

 

 

 

（ 参 考 ） 

  予 備 費 予 算 額              ３５０，０００，０００千円 

  前回までの使用累計額             ２，４４１，６７１ 

  今 回 使 用 額             ２３，１６０，７２２ 

  差 引 残 額           ３２４，３９７，６０７ 



平成２４年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用 

 

 

平成２４年１０月２６日  

閣 議 決 定  

 

 

内 閣 所 管 

官邸の危機管理対応施設の緊急整備に必要な     ２３１，０００千円 

経費 

 

内 閣 府 所 管 

防災力向上のための地域自主戦略の推進に必  ２０，８１８，８９６ 

要な経費 

中央防災無線網施設の緊急整備に必要な経費     １８０，３０５ 

大規模・広域災害に対する即応体制の強化及      ８４，５５０ 

び減災プランの策定に必要な経費 

山地災害緊急対策に係る治山事業に必要な経      １８，０００ 

費 

水産物の輸出促進緊急対策事業に必要な経費     ５０４，０００ 

防災・減災対策に係る道路事業の財源の社会      ３０，０００ 

資本整備事業特別会計道路整備勘定へ繰入れ 

に必要な経費 

 

総 務 省 所 管 

緊急消防援助隊設備の緊急整備に必要な経費   ２，０４９，９８５ 

消防防災施設の緊急整備に必要な経費      １，０４７，２００ 

 



文 部 科 学 省 所 管 

国立大学法人等の安全対策に必要な経費     ５，１３２，１８０千円 

ⅰＰＳ細胞を活用した再生医療の臨床研究の   １，９９４，３０９ 

加速に必要な経費 

公立学校の安全対策に必要な経費       １４，８７０，５２７ 

 

厚 生 労 働 省 所 管 

医薬品の品質確保対策の推進に必要な経費      ２２７，２０６ 

再生医療製品の市販後安全対策の推進に必要      １７，６３７ 

な経費 

ヒト幹細胞研究開発の安全基盤の緊急整備に     ９７６，７４０ 

必要な経費 

末梢血幹細胞の採取体制の緊急整備に必要な     １５１，６５０ 

経費 

水道施設の防災・減災対策に必要な経費     ６，６２２，０００ 

児童養護施設等の緊急整備に必要な経費     １，１１５，９３１ 

障害者支援施設等の緊急整備に必要な経費    ２，２８７，０４３ 

創薬支援施設の緊急整備に必要な経費        ４５２，５５０ 

国立感染症研究所施設の緊急整備に必要な経     １９１，５３６ 

費 

 

農 林 水 産 省 所 管 

農業の体質強化のための農地・農業水利施設  ３０，０００，０００ 

の緊急整備に必要な経費 

６次産業化等促進基盤整備事業に必要な経費   ３，８６４，０００ 

農業水利施設における豪雨等緊急対策事業に   ８，３６３，０００ 

必要な経費 

鳥獣被害防止施設の緊急整備に必要な経費    １，００１，０００ 



山地災害緊急対策に係る治山事業に必要な経   ５，９２８，０００千円 

費 

山地災害緊急対策に係る治山事業の財源の国   ６，２９８，０００ 

有林野事業特別会計へ繰入れに必要な経費 

山地災害緊急対策に係る森林整備事業に必要   ５，８３０，０００ 

な経費 

水産物の輸出促進緊急対策事業に必要な経費   １，４１３，０００ 

漁港施設の老朽化緊急対策事業に必要な経費   １，２９６，０００ 

 

経 済 産 業 省 所 管 

民生用燃料電池導入緊急対策事業に必要な経  ２５，０５４，８８９ 

費 

次世代型熱利用設備導入緊急対策事業に必要  １５，４９９，９３９ 

な経費 

 

国 土 交 通 省 所 管 

農業水利施設における豪雨等緊急対策事業に  １５，６３７，０００ 

必要な経費 

下水道の防災・減災対策に必要な経費        ３７５，０００ 

防災・減災対策に係る河川事業の財源の社会  ２４，５００，０００ 

資本整備事業特別会計治水勘定へ繰入れに必 

要な経費 

海岸の防災・減災対策に必要な経費       １，４１０，０００ 

鉄道の防災・減災対策に必要な経費         ９０４，０００ 

防災・減災対策に係る港湾事業の財源の社会   １，７３０，０００ 

資本整備事業特別会計港湾勘定へ繰入れに必 

要な経費 

 



防災・減災対策に係る空港整備事業の財源の     ９８４，０００千円 

社会資本整備事業特別会計空港整備勘定へ繰 

入れに必要な経費 

防災・減災対策に係る道路事業の財源の社会  １５，４９３，０００ 

資本整備事業特別会計道路整備勘定へ繰入れ 

に必要な経費 

道路交通安全対策に係る道路事業の財源の社   ４，８０２，０００ 

会資本整備事業特別会計道路整備勘定へ繰入 

れに必要な経費 

６次産業化等促進基盤整備事業に必要な経費  １２，１３６，０００ 

山地災害緊急対策に係る治山事業に必要な経   １，０４７，０００ 

費 

水道施設の防災・減災対策に必要な経費       ６０３，０００ 

水産物の輸出促進緊急対策事業に必要な経費   ３，０８３，０００ 

漁港施設の老朽化緊急対策事業に必要な経費   １，４０４，０００ 

山地災害緊急対策に係る森林整備事業に必要     １７０，０００ 

な経費 

山地災害緊急対策に係る治山事業の財源の国     ７０９，０００ 

有林野事業特別会計へ繰入れに必要な経費 

 

環 境 省 所 管 

地域主導による再生可能エネルギー導入のた     ５１０，０００ 

めの緊急支援事業に必要な経費 

 

計            ２４９，０４８，０７３ 

 

 

 



（ 参 考 ） 

  経済危機対応・地域活性化        ９１０，０００，０００千円 

予備費予算額       

  前 回 ま で の 使 用 累 計 額                   ０ 

  今 回 使 用 額         ２４９，０４８，０７３ 

  差 引 残 額         ６６０，９５１，９２７ 



平成２４年度特別会計予備費使 用  

 

 

平成２４年１０月２６日  

閣 議 決 定  

 

 

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省、環境省及び防衛省所管 

 

東日本大震災復興特別会計 

（復興庁所管） 

東日本大震災により被害を受けた福島  ４０，２２４，５００千円 

県の地域経済活動の再生を図るため行 

う地域経済産業復興立地推進事業に必 

要な経費 

東日本大震災により被害を受けた中小  ８０，０９４，１８９ 

企業者の施設等に係る中小企業等グル 

ープ施設等復旧整備事業に必要な経費 

 

計            １２０，３１８，６８９ 

 

（ 参 考 ） 

  予 備 費 予 算 額              ４００，０００，０００千円 

  前回までの使用累計額                    ０ 

  今 回 使 用 額            １２０，３１８，６８９ 

  差 引 残 額           ２７９，６８１，３１１ 




